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下妻市定例教育委員会（令和７年３月２５日）会議録 
 

 
１．開催日時

令和７年３月２５日（火） 

午後３時００分　開会 

午後４時１０分　閉会
 ２．開催場所 下妻市役所　３階　会議室３－７
 

３．出席委員

教　育　長　　　中山　均 

教育長職務代理者　　赤荻　由美 

委　員　　　　　青木　明美 

委　員　　　　　齊藤　修一 

委　員　　　　　髙野　剛　
 

４．委員以外 

の出席者

教育部長　　　　横瀬　哲彦 

参事兼指導課長　　圓﨑　佳江 

学校教育課長　　國府田　聡 

生涯学習課長　  佐久間　秀樹 

図書館兼公民館長　　岡本　卓也 

学校教育課補佐　　板橋　孝子 

学校教育課係長　　高﨑　みゆき 

学校教育課係長　　井上　朋子
 ５．議事録 

　　署名人
齊藤　修一委員

 

６．協議事項 

　　及び研修

（１）　下妻市教育委員会事務局組織規則等の一部改正について 

（２）　下妻市立学校給食費の特例に関する規則の制定について 

（３）　下妻市教育情報ネットワーク運用管理規程及び 

下妻市立学校給食運営協議会設置規程の一部改正について 

（４）　下妻市立学校職員の教員評価に係る評価結果に対する苦情の 

対応に関する要項等の一部改正について 

（５）　下妻市就学援助事務実施要綱の一部改正について 

（６）　下妻市中学生海外派遣事業実行委員会規約の廃止について 

（７）　下妻市立学校におけるセクシャル・ハラスメント防止等に関する 

　　要綱の一部改正について 

（８）　下妻市学校施設開放に関する規則の一部改正について 

（９）　学校医の委嘱について 

（１０）学校薬剤師の委嘱について 

（１１）下妻市立学校の学校運営協議会委員の任命について 

（１２）下妻市立学校の地域学校協働活動推進員の委嘱について 

（１３）下妻市教育委員会職員の人事について
 ７．議事の 

大要
議事の大要

 発言者 発言内容
 

教育長
３月の定例教育委員会を開催いたします。今回の議事録署名人は齊藤委員さ

んにお願いします。はじめに諸般の報告を指導課から。
 参事兼指導課 【指導課から報告】 



2 

 長 〇卒業式及び修了式について 

〇県立高等学校一般入試結果について
 教育長 学校教育課から。
 

学校教育課長

【学校教育課から報告】 

〇市議会定例会における一般質問について 

・給食費の無料化について。学習費の支出が多い中学校の無償化を実施。小 

学校は直ちに実施することは困難。できる限り早期の実施を検討。 

・小中学校の統廃合について。下妻市立小中学校適正規模適正配置検討委員 

会から検討結果の報告を受けたので、今後、下妻市立小中学校適正規模適 

正配置基本計画を策定していく。 

〇小学校新入生に対する寄贈について 

・いばらきコープ生活協同組合からランドセルカバー寄贈 

・常陽銀行から防犯ブザー寄贈 

・JA 常総ひかりから交通安全帽子と交通安全傘の寄贈
 教育長 生涯学習課から。
 

生涯学習課長

【生涯学習課から報告】 

〇市議会定例会における一般質問について 

・保育園、幼稚園、学童、福祉関係施設等の職員の待遇改善と人材確保対策 

について 

〇3月期の生涯学習課の事業の報告について 

・筑西地方社会教育委員連絡協議会の研修会について。 

下妻の歴史をテーマに、博物館を会場にして研修事業を実施 

・市議会文教厚生委員会で、千代川文化財保管施設の視察を実施。 

（場所：千代川公民館東側の旧スクールサポートセンター） 

・芸術文化鑑賞事業で、トリオカルディアコンサートの実施
 教育長 図書館公民館から。
 

図書館兼公民

館長

【公民館・図書館から報告】 

〇市議会定例会における一般質問について 

・下妻公民館の使用に関する請願についてと今後の利用について。これまで 

の経緯と庁舎周辺エリア調整基本計画について説明。既存施設の有効活用 

や旧第 2庁舎の夏場の一時利用について説明 

〇令和 7年度公民館教室受講生募集について 

・新しい事業には、「NEW」の表記を記載 

・スマホ市役所による LINE 予約の導入 

〇図書館通信 3月号について
 

教育長
初めに議案第 3号下妻市教育委員会事務局組織規則等の一部改正について。

事務局から。
 

学校教育課長

【資料により説明】 

〇議案第 3号下妻市教育委員会事務局規則等の一部改正について 

・令和 7年度の行政組織の変更によるもの 

・学校教育課が教育総務課、学校教育係が教育総務係、指導課が学校支援 

課、指導係が学校支援係と名称の変更 

・分掌事務の変更について 

〇下妻市教育委員会公印規則の改正について 

・課名変更に伴う所要の改正を行うもの 

〇下妻市教育委員会事務評価委員設置規則の一部改正について 

・課名変更に伴う所要の改正を行うもの 

〇下妻市立小中学校適正規模適正配置検討委員会規則の一部改正について 

・課名変更に伴う所要の改正を行うもの 

〇下妻市立小中学校通学等審議会規則の一部改正について 
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 ・課名変更に伴う所要の改正を行うもの 

〇下妻市教育支援委員会条例施行規則の一部改正について 

・課名変更に伴う所要の改正を行うもの 

〇付則：令和 7年 4月 1日から施行
 教育長 ご質問等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 委員 【承認】
 教育長 議案第 4号下妻市立学校給食費の特例に関する規則の制定について
 

学校教育課長

【資料により説明】 

〇生徒の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的に、令和 7年度は中学

校の給食費無償化事業を実施。給食費月額を当分の間 0とする特例を設ける

もの。
 教育長 ご質問等ございましたらお願いします。実際の中学校の給食費の月額は。
 

学校教育課長

現在、月額 4,150 円です。夏休みは除いて 11か月分を保護者からいただいて

いる状況です。これを今回無償化することに伴い、予算規模としては 5,000

万強、保護者からいただく予定であった給食費の収入がなくなる部分と、県

立や私立の中学校に通う保護者に対しての助成という形で新たに支出するも

のとあわせ、予算は、先般、議会で可決いただいたところです。
 教育長 何か、ご質問ありますか。では、よろしいでしょうか。
 委員 【承認】
 

教育長
議案第 5号下妻市教育情報ネットワーク運用管理規程及び下妻市立学校給食

運営協議会設置規程の一部改正について。事務局から。
 

学校教育課長

【資料により説明】 

〇下妻市情報教育情報ネットワーク運営管理規定の一部改正 

・課名変更に伴う所要の改正を行うもの 

〇下妻市立学校給食運営協議会設置規定の一部改正 

・課名変更に伴う所要の改正を行うもの 

〇付則：令和 7年 4月 1日から施行
 教育長 何か、ご質問ありますか。よろしいでしょうか。
 委員 【承認】
 

教育長
議案第 6号下妻市立学校職員の教員評価に係る評価結果に対する苦情の対応

に関する要綱等の一部改正について。事務局から。
 

学校教育課長

【資料により説明】 

〇下妻市立学校職員の教員評価に係る評価結果に対する苦情の対応に関する

要綱の一部改正について 

・課名変更に伴う所要の改正を行うもの 

〇下妻市立学校職員ストレスチェック実施規定の一部改正について 

・課名変更に伴う所要の改正を行うもの 

〇下妻市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対

応要領の一部改正について 

・課名変更に伴う所要の改正を行うもの 

〇付則：令和 7年 4月 1日から施行
 教育長 ご質問等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 委員 【承認】
 教育長 議案第 7号下妻市就学援助事務実施要綱の一部改正について。事務局から。
 

学校教育課長

【資料により説明】 

〇下妻市就学援助事務実施要綱の一部改正 

・課名変更に伴う所要の改正を行うもの、書類の提出先の表記の変更 

・付則：令和７年４月１日から施行
 

教育長
何かご質問等ございましたらお願いします。 

提出先の変更は、小学校第 1学年に就学する児童に関してのみですか。
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学校教育課長

はい。現に在籍してない、これから入学する児童ということで、こちらにつ

いては変更ということでございます。
 

教育長
第 2学年以降は従来通りということですね。 

何か、ご質問ありますか。よろしいでしょうか。
 委員 【承認】
 

教育長
議案第 8号下妻市中学生海外派遣事業実行委員会規約の廃止について。事務

局から。
 

学校教育課長

【資料により説明】 

〇下妻市中学校海外派遣事業実施委員会規約の廃止 

・以前の規約が残っていたが、実際には使うことのなかった規約のため廃止
 

教育長
ご質問等ありましたらお願いします。 

この実行委員会規約というのは、どのような内容ですか。
 

学校教育課長

こちらは実行委員会の設置規定のような形になっております。教育委員会か

ら委託を受けて、中学生の海外派遣事業の効果的な実施を目的とするもの

で、構成員としては、教育長を初め、教育委員会事務局、学校教育課関係の

職員、指導課関係の職員それと校長会、そういった方が構成員となるという

ことで、設置されておりますが、この海外派遣そのものが、今、実施されて

いない中で、この規約が形として、残ってしまっていたものです。
 教育長 担当課の方は、復活するような予定はないんですか。
 

参事兼指導課

長

現在のところですが、海外に派遣する場合、1人当たりかなりな費用もかか

るものですし、それであれば、多くのお子さんに、似たような機会を提供で

きればということで、中学生英語キャンプで福島にあるイギリスの疑似体験

施設に派遣させていただいておるので、そちらで多くのお子さんに短い日程

ではあるけれども、英語に関する興味を高める取り組みをしておりますの

で、現時点でこちらが復活するというのはないのかなと考えております。
 

教育長

現在、行っている福島県のブリティッシュヒルズの方で、内容的には十分に

英語力の向上についてカバーできているということです。 

では、よろしいでしょうか。
 委員 【承認】
 

教育長
議案第 9号下妻市立学校におけるセクシャルハラスメント防止等に関する要

綱の一部改正について。事務局から。
 

学校教育課長

【資料により説明】 

〇下妻市立学校におけるセクシュアル・ハラスメント防止等に関する要綱の

一部改正について 

・課名変更に伴う所要の改正を行うもの 

・付則：令和 7年 4月 1日から施行
 教育長 はい。ご質問等ございましたらお願いします。赤荻委員。
 

赤荻教育長職

務代理者

セクシャルハラスメントに関してということなんですけど、今、パワハラも

話に上がることって多いと思うんですが、そこについては、この中では網羅

されていないということでよろしいでしょうか。
 

学校教育課長

この規定は、セクシュアル・ハラスメントに限定するというものになってお

りますので、パワーハラスメントについては含まれず、基本的には、性的言

動に対応するものということです。
 教育長 その他いかがですか。よろしいでしょうか。
 委員 【承認】
 教育長 議案第 10 号下妻市学校施設開放に関する規則の一部改正について。事務局。
 

生涯学習課長

【資料により説明】 

〇改正点：第 4条の開放の日時について 

・年末年始の開放停止期間の文言修正 

〇改正点：第 8条の利用の禁止について 
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 ・もっぱら営利を目的とするための利用の文言の追加 

〇改正点：第 10条の照明料相当額について 

・市立中学校及び市立小学校体育館等を利用し、照明を使用する場合の 

照明料相当額の納付の取扱いの変更 

〇付則：令和 7年 4月 1日から施行
 教育長 何かご質問等ございましたらお願いします。別表第 2の内容は。
 

生涯学習課長

別表第 2は、例えばですが、小学校の場合は体育館が小さいので照明料が

100 円。中学校の場合は体育館が大きいので 200 円。そういうことで各施設

の大小によって、電気料相当額を規程しているものです。
 教育長 何かご質問等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 委員 【承認】
 教育長 議案第 11 号学校医の委嘱についてです。事務局から。
 

学校教育課長
【資料により説明】 

〇辞職の申出のあった学校医の後任を委嘱するもの
 教育長 ご質問等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 委員 【承認】
 教育長 議案第 12 号学校薬剤師の委嘱について。事務局から。
 

学校教育課長
【資料により説明】 

〇辞職の申出のあった学校薬剤師の後任を委嘱するもの
 教育長 ご質問等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 委員 【承認】
 教育長 議案第 13 号下妻私立学校の学校運営協議会委員の任命について。事務局。
 

生涯学習課長

【資料により説明】 

〇下妻市立学校の学校運営協議会委員の任命について 

・委員任期２年 

・前任者の残任期間がある学校は残任期間
 教育長 ご質問等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 委員 【承認】
 教育長 議案第 14 号下妻市立学校の地域学校協働活動推進員の委嘱について
 

生涯学習課長
【資料により説明】 

〇下妻市立学校の地域学校協働活動推進員の委嘱について
 教育長 何かご質問等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 委員 【承認】
 

教育長

【その他】 

〇教育長及び赤荻委員の再任に係る議会の同意を得たことについて 

 

では、その他、委員さんからご意見等お願いします。赤荻委員さん。
 赤荻教育長職

務代理者

先ほど教育長の方からお話いただきましたが、引き続き皆様、よろしくお願

いしたいと思います。
 教育長 青木委員さん。
 

青木委員
小学校の卒業式は、悪天候にかかわらず、とてもあたたかい、いいお式だっ

たと聞いて安心しました。
 教育長 齊藤委員さん。
 

齊藤委員
先ほど、課名変更という説明がありましたが、そのメリット、変える必要性

はあったんでしょうか。
 

教育長

課名変更については、理由はいくつかあります。1つ目は、学校教育課の業

務が課名と内容が一致してないところがありました。教育委員会全般の仕事

を、この教育委員会の会議もそうですが、学校教育だけではなくて、教育委

員会全体の諸般の仕事をしているということで、仕事の中身と名前が、祖語

のないようにということで、教育総務課という名称にさせていただきまし
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 た。指導課の名称変更の方は、私の思いがあって、今は、行政が学校を指導

する時代ではないのではと思っています。学校を指導するのではなく支援す

る、教育の主役は学校ですので、その学校の成果が上がるように、行政はバ

ックアップをするというのが大切かと思います。指導するのではなく、応援

するというスタンスで業務を行えるよう、そんな思いで、学校支援課と変更

し、あえて指導という文言は外させていただきました。それともう 1つ、社

会教育主事の業務について、今まで生涯学習課の管轄だったんですが、子供

に関わる仕事なので、学校を支援するという立場から、課名を変えた学校支

援課で、社会教育主事も指導主事と同じように、学校を支援する仕事をして

もらおうということで、変更することとしました。
 

齊藤委員

ありがとうございました。思いは十分伝わってきました。名前の変更は徐々

に慣れていければと思います。もうひとつ質問ですが、ストレスチェックと

いうことがありましたが、内容やどんなことをやってるか教えてください。
 

学校教育課長

ストレスチェック制度というのは、近年、メンタルヘルスの不調を訴える方

が、労働者の中に多いということで、下妻の独自の取り組みということでは

なく、どこでも取り組んでいるものということになります。基本的には、こ

の業務を直営でやるのは難しい、専門家の知見が必要なものということにな

りますので、委託をする形でやっております。その委託業務をする中で、ど

ういった項目をチェック項目とするのか、或いは非常にセンシティブな情報

を取り扱いますので、その辺りの個人情報がどう取り扱われるのか、その分

析や、また集団の分析などの取扱い、そういったものをストレスチェック規

程で明確にして実施しています。教員に限ったことではなくて、我々、市職

員についても、下妻市のストレスチェック制度の中で、毎年これは定期的に

実施をしております。ストレスチェックにより、結果がでてきますので、そ

のストレス度合いの結果をもとに、自己点検に役立てられるようにしていま

す。また高ストレスが認められる場合には、医師との面談制度がありますの

で、そういったところで、なるべく初期に気づいて、深刻な不調にならない

ように、制度的に設けて取り組んでいるものです。さらに、その本人の情報

については、不利益な取り扱いがされないよう、自分の意図しない形で使わ

れないようになどの取扱いの注意等も規定に盛り込んで実施しております。
 

齊藤委員
ありがとうございました。こういうものを使ってできるだけ円滑に仕事がで

きればと思います。今後もよろしくお願いします。
 教育長 髙野委員さん。
 

髙野委員

公民館教室受講生募集のところですが、前回、意見がでたように、新しい講

座は「ＮＥＷ」ということで、わかりやすく加えていただいて、非常に参加

しやすくなってるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。
 教育長 では、その他事務局の方から。
 

学校教育課長

【事務局から連絡】 

〇茨城県市町村教育委員会連合会定期総会及び講演会について 

〇辞令交付式について 

〇次回の定例教育委員会について
 教育長 では、以上で、定例の教育委員会を終了といたします。


